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別紙 

企業等の取組状況（社会福祉法人あすなろ会） 

 

項 目 取 組 状 況 

子
育
て
支
援
・
女
性
若
者
支
援
・
健
康
応
援
等
の
主
な
取
組
項
目 

① ユニークな取

組 （ 独 自 性

等） 

職場環境及び業務意欲向上への取り組み 

 

・法人の活性化及び職員同士のコミュニケーション向上の推進 

法人内に各種の部会（施設長部会・施設連携推進部長会、魅力発

信部会、地域貢献部会、ワーク・ライフ・バランス部会、災害対

応部会、苦情対応部会、いきいき部会）を設け、施設内だけでな

く、各施設間で交流しやすい体制の推進を図っている。特にいき

いき部会主催のミニ運動会・ボーリング大会・ビアガーデン・リ

フレッシュヨガ・スリッパ卓球大会等の企画は、年齢問わず、多

くの職員が楽しく参加している。 

・働き方改革の推進 

法人内部会制度「ワーク・ライフ・バランス部会」にて現場レベ

ルから働き方の意識改革を図る。「仕事と生活の調和」「働きやす

さ」「休暇取得(有給休暇含む)」「休憩の取り方」等 

・いきいきプライベートレンタル 

各種の物品を「レンタル」することで、いきいきとしたプライベ

ートの獲得を目的として実施。（例：テントをはじめとするアウト

ドア用品一式、マンガ、ゴルフセット等） 

・女性活躍推進 ～女性専用休憩室 EZ DOME HOUSE～の整備 

当法人の女性職員が安心して休息・休暇を取得して、いきいきと

働き続けることができるよう女性専用休憩室を整備。 

・接遇グランプリの実施【継続】 

 法人内各施設において、接遇グランプリを実施。各施設３位以内

の職員には、接遇賞の支給や翌年度の昇給等人事考課に反映。 

 

キャリア形成支援 

 

・資格取得に要する諸経費への一部助成及び資格取得手当の支給 

当法人職員の自発的な研修参加の希望を評価の上、研修参加を承

認し、受講等に要する経費の一部を助成する。また、資格取得の

際には資格取得手当を支給する。 

 

人材確保・育成・定着 

 

・新規雇用の促進及び雇用延長 
高齢者活躍の推進（就業規則への段階的な雇用延長の明記） 
60歳→65歳→70歳→年齢問わず能力に応じて延長可能。 

・外国籍人材の採用 

・人材確保応援手当 

法人が必要とする専門職員を法人に紹介し採用された場合に人材

確保応援手当分として、紹介者と紹介された方両者ともに手当を

支給する。 

・地域福祉人材の育成（魅力発信活動） 

 子ども参観日の実施や、中学校・高校・短大・専門学校等の体験

学習や現場実習の積極的受け入れの実施。また、法人職員の福祉

人材育成に関する研修の講師派遣。 

・採用ブランディングへの取り組み 
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 SNS での情報発信、ブランディングポスターの作成、ホームページ

のリニューアル、人材確保を目的とした動画作成、法人パンフレ

ット及び採用パンフレット（ASUNARO WORLD）の作成 

 

子育て支援・女性若者支援（ワーク・ライフ・バランスの推進） 

 

・休み方改革としての様々な休暇の導入【点線部新規】 

特別休暇（有給休暇）として、リフレッシュ休暇、バースデー休

暇、メンタルヘルス休暇、LGBTQ 配慮休暇、不妊治療休暇、ボラン

ティア活動休暇、孫誕生休暇（子（子の配偶者を含む）が出産し

た時）、育児参加奨励休暇（子の学校行事や予防接種等の通院のた

めの勤務時間中の外出等）、育児目的休暇（時間単位取得可）、育

児パパ休暇（時間単位取得可）、また、生理日の就業が困難なとき

における休暇等も整備。 

・認可保育所保育料応援手当の導入 

0・1・2 歳児ｸﾗｽの子どもを認可保育所に預けている職員に対する

保育料の応援手当を支給する。 

・健康応援手当の導入【R7.4.1より新規】 

 自宅から事業所までの距離に関わらず、基本的に自宅から徒歩及 

び自転車で通勤する職員に対して、健康応援手当を支給する。 

・ﾜｰｸｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ向上に関する規程の整備【R7.4.1より新規】 

 法人として従業員のﾜｰｸｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ（従業員が仕事に対してﾎﾟｼﾞﾃｨ 

ﾌﾞな感情を持ち、充実している状態）の向上に取り組むことで、

離職率の低下や生産性の向上等の効果を期待する。具体的には、ﾜ

ｰｸｴﾝｹﾞｰｼﾞﾒﾝﾄ向上の取り組みに対する経費を法人が一部負担す

る。 

 

心身の健康づくりサポート 

 

・社会福祉法人あすなろ会たばこ対策宣言  

「未成年者の喫煙防止」、「受動喫煙防止」、「禁煙サポート」「普及

啓発」等を宣言し、たばこ対策に取り組む。 

・健康づくりに向けての各種取り組み 

 日々の体操やダンス、スポーツレクの開催、会議前ストレッチと

スタンディングミーティング、徒歩通勤の推奨 

 

② チャレンジ精

神のある取組

（法定を上回

る制度等） 

両立支援の取組 

＜育児休業関係＞ 子の看護休暇の日数 

小学校就学の始期に達するまでの子・当該子が 1 人の場合は 1 年

間につき 6 日 、2 人以上の場合は 1 年間につき 11 日まで子の看護

休暇を取得可能。 

＜仕事と介護の両立に関する取組＞ 介護休業の日数 

要介護状態にある対象家族を介護する労働者は、対象家族 1 人に

つき、通算して 100 日まで介護休暇を取得可能。 

 


